
   

平成 28 年５月 27 日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社   Ｕ Ｃ Ｓ   

   代 表 者  代表取締役社長  後藤 秀樹  

                                （コード：8787 東証 JASDAQ） 

問合 せ 先   取 締 役業 務 本部 長  林  秀 樹 

                            （TEL ： 0587－24－9028） 

支配株主等に関する事項について 

当社の親会社であるユニーグループ・ホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、  

下記のとおりになりますので、お知らせいたします。 

記 

１．親会社１．親会社１．親会社１．親会社、支配株主（親会社を除く、支配株主（親会社を除く、支配株主（親会社を除く、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社）又はその他の関係会社）又はその他の関係会社）又はその他の関係会社の商号等の商号等の商号等の商号等    

（平成 28 年 2月 29 日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 

発行する株券が上場されている金融商品

取引所等 

直接所有分 合算対象分 計 

ユニーグループ・ 

ホールディングス

株式会社 

親会社 81.35 0.00 81.35 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

※平成 28 年５月 26 日開催のユニーグループ・ホールディングス株式会社および株式会社ファミリーマート

の定時株主総会において、本吸収合併契約が承認可決されたため、合併効力発生日である平成 28 年９月１日

付けで、親会社が株式会社ファミリーマートに異動する見込みであります。詳細は、平成 28 年５月 26 日開

示の「主要株主である筆頭株主および親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

２２２２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係    

当社は、親会社であるユニーグループ・ホールディングス株式会社を中心とするユニーグループに属し 

ております。同グループにおける事業会社は、中部圏を主な営業基盤として総合小売業、コンビニエン  

スストア、専門店、金融事業およびその他事業を営んでおります。 

当社は、同グループの金融事業に位置付けられ、カード事業において、包括信用購入あっせんおよび融

資ならびに電子マネー、旅行等の通信販売を行っております。また、保険リース事業においては、同グル

ープの企業および取引先ならびにその従業員に対する損害保険および生命保険の販売、当社カード会員に

対する損害保険および生命保険の通信販売やリースの提供を行っております。当社は、同グループ企業に

属することにより、同グループ企業が有する店舗網、ブランド力、その他の経営資源を有効に活用するこ

とができると考えております。 

なお、当社が事業活動を行う上で親会社からの制約はなく、独自の経営判断で事業活動を行っており、 

上場会社としての独立性は確保されております。 

人的関係につきましては、当社取締役 7名のうち 1名が親会社の取締役を兼務しております。 



 

2 
 

（役員の兼務状況）                          （平成 28 年 5月 27 日現在） 

役職 氏名 

親会社等又はそのグループ企業

での役職 

就任理由 

取締役 

（非常勤） 

越田 次郎 

ユニーグループ・ホールディングス株式

会社取締役専務執行役員 

サークルＫサンクス取締役 

株式会社さが美取締役 

株式会社パレモ取締役 

当社の経営に対し、客観的立場から必要に応じ、

ご指摘、ご意見をいただける人格、識見、能力

を有していると考えたためであります。 

 

３３３３．．．．支配株主支配株主支配株主支配株主等との取引に関する事項等との取引に関する事項等との取引に関する事項等との取引に関する事項    

  平成 28 年 5 月 27 日提出の有価証券報告書の「第 5 経理の状況 1.財務諸表等 （1）財務諸表（関連当事

者情報）1.関連当事者との取引 当事業年度（自 平成 27 年 3月 1日 至 平成 28 年 2月 29 日）」をご参照く

ださい。 

 

４４４４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況    

親会社およびグループ企業との取引条件等におきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に、契約条

件や市場基準を見ながら合理的に決定しており、少数株主の利益を損ねることはないものと認識しておりま

す。 

以  上 


